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平成23年12月9日
病院船建造推進、超党派議連
災害時多目的船について
１．基本方針
· 東日本大震災の経験を踏まえ、世界一の災害時多目的船を新たに建造すること
· 災害時多目的船は、災害時の医療活動及び物資提供などの支援活動の拠点に加え、政府の災害対策活動の現場指揮をとる司令塔の機能を有すること
· 内閣府は、国家軸（国内災害対応）、国際軸（国際貢献）、地方軸（離島・僻地の医療支援）の3つの大きな柱を念頭に、災害時だけでなく平時の運用方法も含めた災害時多目的船の十分な調査・検討を行うこと
２．災害時多目的船の基本要件
(1) 船舶

· 高速航行が可能な低環境負荷のエコシップ（2隻の建造）

· ヘリコプター2機、ホバークラフト1機の搭載

(2) 医療機能

· ベッド数500床（患者等収容）
· 救命救急、外科、内科、麻酔科、歯科、眼科等を有する「海に浮かぶ大学病院」
(3) 災害支援機能
· 発電・給電設備、淡水化・給水設備など生活インフラの提供

· 放射能除染設備などによる特殊災害への対応
(4) 司令塔機能
· 関係府省庁の現地出張所

· 高度情報機器による災害対策活動の一元管理（無線管理など）

· (5) 本船バックアップ
· 母港の整備（国内2箇所）
· 支援物資などの備蓄・補給基地の整備（国内数か所）
